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事 務 連 絡 

令和２年４月３日 

 

 

  都道府県   

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象 

並びに自治体における対応に向けた準備について」等の周知について 

 

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応については、「社

会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」（令和２年３月６

日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）等においてお示しして

きたところです。 

今般、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の

対象並びに自治体における対応に向けた準備について」（令和２年４月２日付厚

生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）において、医療提供

体制（入院医療提供体制）の対策の移行が行われた際の軽症者等（高齢者や基礎

疾患を有する者など以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方）の宿泊

や自宅での療養の対象者等について取りまとめました。 

別紙内容についてご了知いただき、管内の社会福祉施設等に対して周知をお
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願いするとともに、都道府県におかれましては、管内市町村（特別区を含む。）

に対する周知をお願いいたします。 

 

なお、以下の点にご留意ください。 

○ 以下の者については、必ずしも入院勧告の対象とならず、都道府県が用意

する宿泊施設等での安静・療養を行うことができる。 

・無症状病原体保有者及び軽症患者（軽症者等）で、感染防止にかかる留意

点が遵守できる者であって、 

・原則①から④までのいずれにも該当せず、帰国者・接触者外来又は現在入

院中の医療機関の医師が、症状や病床の状況等から必ずしも入院が必要な

状態ではないと判断した者※ 

① 高齢者 

② 基礎疾患がある者（糖尿病、心疾患又は呼吸器疾患を有する者、透析 

加療中の者等） 

③ 免疫抑制状態である者（免疫抑制剤や抗がん剤を用いている者） 

④ 妊娠している者 

※ 発熱、呼吸器症状、呼吸数、胸部レントゲン、酸素飽和度 SpO2 等の 

症状や診察、検査所見等を踏まえ、医師が総合的に判断する。 

○ 軽症者等である本人が重症化するおそれが高い者（上記①から④までに該

当する者をいう。）（以下「高齢者等」という。）に該当しない場合であって

も、当該軽症者等と同居している者の中に高齢者等がいることが確認された

場合には、利用可能な入院病床数の状況を踏まえて入院が可能なときは、入

院措置を行うものとする。 

 

○ 上記の対応を進めてもなお、地域における入院を要する患者の増大により、

入院治療が必要な者や重症化するおそれが高い者に対する入院医療の提供

に支障をきたすと判断される場合には、次の対応を行うこととする。 

 宿泊での療養 

・都道府県が用意する宿泊施設での安静・療養を行う。 

・その際、地域における軽症者等の人数を踏まえ、宿泊施設の受入可能人数

を超えることが想定される場合等は、以下の①及び②の者について、優先

的に宿泊施設を確保すること。 

① 高齢者等と同居している軽症者等 

② 医療従事者や福祉・介護職員など、その業務において、高齢者等と接

触する者（以下「医療従事者等」という。）と同居している軽症者等 
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（別紙１） 

・ 「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベ

イランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行について」（令和２年３月

１日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 

（別紙２） 

・ 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象

並びに自治体における対応に向けた準備について」（令和２年４月２日付厚生

労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 

（別紙３） 

・ 「「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」の送付に

ついて」（令和２年４月２日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進

本部事務連絡） 

 

（別紙４） 

・ 「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォロー

アップ及び自宅療養時の感染管理対策について」（令和２年４月２日付厚生労

働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 

（参考資料） 

・ 宿泊療養・自宅療養の概要等（「軽症者等の療養に関する対象者等の基本的

考え方について」等） 
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（問合せ先） 

＜児童養護施設等に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８６８） 

○厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９７６、４９７７） 

 

＜保護施設に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省社会・援護局保護課 

ＴＥＬ：０３―５２５３－１１１１（内線２８２４） 

 

＜障害福祉サービス事業所等に関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４８） 

 

＜介護保険サービスに関するお問い合わせ＞ 

○厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９７５、３９７３） 

○厚生労働省老健局高齢者支援課  

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９２９、３９７１） 

○厚生労働省老健局振興課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９３７、３９７９） 

○厚生労働省老健局老人保健課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３９４８、３９４９） 

 


